
被相続人

子 子の配偶者

兄弟姉妹

甥姪

配偶者

孫

母父

配偶者は常に相続人となる

第１順位

第２順位（直系尊属）

子が被相続人よりも
先に亡くなっている
場合は、孫が代襲者
として相続する。
（再代襲相続可能）

第３順位（兄弟姉妹）

兄弟姉妹が被相続人よ
りも先に亡くなってい
る場合は、甥姪が代襲
者として相続する。
（再代襲相続は不可） 姪孫

（参考）相続人の種類とその順位


